
工事請負契約書第25条第5項（単品スライド条項）の

運用の拡充における対象品目の変更について

　本県における工事請負契約書第25条第5項（単品スライド条項）の運用について、１０月９日から当分の間、対象品目を「アスファルト合材」や「生コンクリート」等にも拡充しているところですが、今回、「アスファルト合材」については「アスファルト類」※に変更して運用することとしましたのでお知らせします。

※「アスファルト類」とは、アスファルト合材、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等。

施行日：平成２０年１２月４日
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